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計画進捗管理シート

成果指標２　オレンジカフェ等認知症の人やその家族が集える場所の設置数
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計画名称 認知症施策推進計画

成果指標１　認知症の症状や基本的な対応方法を知っている人の割合

計画策定時 令和６（202４）年度実績 令和７（202５）年度実績 令和８（202６）年度目標
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計画進捗管理シート

1

　認知症地域支援推進事業やオ
レンジカフェ等の地域交流の場
に参画し、認知症当事者及びそ
の家族からの意見やニーズの把
握に努めている。
　また、「本人・家族を地域でサ
ポートする認知症あんしんガイ
ド」の作成にあたっては、認知症
当事者へのインタビューを実施
し、その体験や思いを記事とし
て掲載することにより、当事者
の視点を反映した内容とすると
ともに、区民の理解促進及び普
及啓発の推進を図った。

　本人及び家族を対象とした
ミーティングの実施に向け、関係
機関と連携しながら検討を進め
ていく。

計画名称 認知症施策推進計画

施策 正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護

主な取組

①当事者・家族等からの情報発信の支援　（計画冊子ページ：P２１７）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　認知症の人とその家族の声を
受け止め必要なサービスや資源
を開発していくために、本人ミー
ティングなどの参画の機会を通
じて、その家族が抱える想いや
生活課題などを自ら発信できる
機会を整えます。また、当事者等
の声やその体験を広く区民等へ
周知するため、各種事業や多様
な広報媒体を活用しながら情報
発信を強化します。

地域包括ケア推進課

令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　区民等に対する認知症への正
しい理解を深めるため、学童期
からの認知症サポーター養成講
座の実施、アルツハイマー月間な
どにおけるパネル展示や冊子
「中野区版 認知症ケアパス 認知
症あんしんガイド」の発行・配付
等の広報、各種事業と連携した
普及啓発に取り組みます。また、
地域団体や区内事業者に対する
普及啓発の強化に取り組み、認
知症になっても本人が望む生活
をし続けられる環境形成につな
げていきます。

　認知症への正しい理解の促進
を図るため、区民等を対象に認
知症サポーター養成講座を実施
した。  また、世界アルツハイマー
月間に合わせてパネル展を開催
し、認知症に関する普及啓発に
取り組んだ。加えて、「本人・家族
を地域でサポートする認知症あ
んしんガイド」を作成・配布し、認
知症に関する正しい知識の周知
を行った。
〇認知症サポーター養成講座
実施回数：58回
受講者数：1,177人
〇世界アルツハイマーデーパネ
ル展
実施日：令和７年９月５日～１２
日

地域包括ケア推進課 　継続して認知症に関する普及
啓発に取り組んでいく。 また、教
育機関との連携を図り、学童期
や若年層を対象とした認知症サ
ポーター養成講座の実施につい
て検討を進める。

②認知症への正しい理解の啓発　（計画冊子ページ：P２１７）

自己評価： ○

取組内容 所管
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④成年後見制度の普及 ・利用の促進　（計画冊子ページ：P２１７）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　私たちが自分らしく生活する
ためには、自らの意思決定が大
切であり、判断能力が十分でな
くなったとしても、周囲の関係者
が本人の意思決定を尊重し、本
人の意思に沿った支援を行うこ
とが重要です。
　そのためにも区は、区民の権利
擁護を支援する体制を整備し、
関係機関・団体等と連携し、区民
一人ひとりの意思決定が尊重さ
れ、安心して自分らしく歩める社
会を目指します。

福祉推進課 自己評価： ○ 　成年後見制度に関連する民法
の条項が大幅に改正される見込
みであるため、支援にあたる職
員や関係者が正しく理解すると
ともに、制度を必要とする人が
円滑に利用できるよう、変更点
についての周知を図ることが必
要である。

　区民一人ひとりの意思決定を
尊重した権利擁護を図るため、
成年後見制度連携推進協議会を
2回開催し、関係団体等で課題
の共有、連携について協議する
とともに、成年後見等支援検討
会議を１８回開催し、具体的な案
件の支援方針や適切な後見人等
候補者などについて検討を行っ
た。

　区民向けのＡＣＰ（アドバンス・
ケア・プランニング）講演会など
普及啓発事業等を通じて、認知
症になる前からの将来の医療や
ケア等に関する本人の意思確認
を促す機会を確保し、認知症に
なっても日常生活において自ら
の意思が尊重されるよう支援を
進めます。
　また、「認知症の人の日常生
活・社会生活における意思決定
支援ガイドライン」を踏まえ、家
族を含めた認知症の人を支援す
る人が本人の意思決定を支援で
きるよう情報提供や研修等を通
じて支援の質の向上を図りま
す。

地域包括ケア推進課 　ACPについて、区民及び医療・
介護従事者の理解促進を図るた
め、継続的な普及啓発が課題で
ある。 課題の改善に向け、対象
に応じた普及啓発（講演会や広
報媒体等を活用した情報発信）
を継続的に実施する。 さらに、
関係機関との連携を強化し、地
域全体でACPを推進するため
の体制整備に取り組む。

　区民向け講演会や支援者向け
研修会を実施するとともに、パ
ネル展示等を通じて、ACP（アド
バンス・ケア・プランニング）の普
及啓発を行った。
〇パネル展
『寿命が今日決まったら展』
実施日：令和７年7月22日
〇区民向け講演会
『今日は人生会議の日』
実施日：令和７年11月30日
来場者:１００人
〇支援者研修
『ACP人生会議』
実施日：令和8年3月17日
参加人数：66人（オンライン含
む）

③本人の意思決定の支援　（計画冊子ページ：P２１７）

自己評価： ○

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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　虐待防止のための啓発・広報
活動を通じ、虐待についての区
民の理解を深めるとともに、関
係機関との連携を強化すること
で虐待防止や見守り、虐待の発
見時の迅速な対応を図ります。
　また、家族等の支援者の相談
機会の充実や、家族同士の交流
機会の確保を図り介護に関する
悩み、不安、負担の軽減へとつな
げます。

福祉推進課 自己評価： ○ 　虐待防止のための啓発・広報
活動を行うとともに、関係機関
と連携して虐待発見時の迅速な
対応を図る。
　介護を担う家族等が悩みや不
安を相談する機会を持てるよう
支援し、負担軽減につなげる。

　虐待防止のための啓発・広報
活動を通じ、虐待についての区
民の理解を深め、関係機関との
連携を強化して虐待防止や見守
り、虐待の発見等の迅速な対応
を図った。また、介護を担う家族
等が相談の機会を持てるよう支
援し、介護に関する負担軽減に
つなげた。

⑤虐待の防止　（計画冊子ページ：P２１８）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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計画進捗管理シート

2

計画名称 認知症施策推進計画

施策 早期発見・早期対応を支える体制

②認知症予防の推進　（計画冊子ページ：P２２０）

所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

主な取組

①認知症相談体制の強化　（計画冊子ページ：P２２０）

取組内容

　認知症疾患医療センター等専
門医や認知症初期集中支援チー
ム員会議を活用し、相談にあた
る職員やケアマネジャーなどの
介護関係職員の認知症の方への
対応力の向上を図ります。
　また、成年後見制度を利用する
主な要因が認知症である割合が
高いことを踏まえ、権利擁護事
業を担う地域包括支援センター
への法務相談等の支援を行いま
す。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　認知症初期集中支援チーム員
会議において、個別事例を通じ
た多職種連携による支援方法の
検討を行うとともに、医療・介護
サービスにつながりにくい事例
等を踏まえ、関係機関との連携
強化を図り、支援体制の充実に
取り組む。

　医療・保健・福祉の専門職で構
成される認知症初期集中支援
チームが、地域包括支援センター
やケアマネジャー等と連携し、医
療・介護サービスにつながりにく
い認知症の方への支援を実施し
た。これにより、多職種の連携強
化及び対応力の向上を図った。
　地域包括支援センターが法律
的な課題を抱える事例に対応で
きるよう、弁護士による法務支
援事業を継続して実施した。

〇認知症初期集中支援チーム員
会議
実施回数：１０回
検討ケース件数（延べ）：３６件

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

自己評価： ○　認知症予防講座やもの忘れ検
診などを通じ、生活習慣病の予
防等の推進による区民の健康意
識の向上や行動変容を促しま
す。
　また社会参加による社会的孤
立の解消や役割の保持など認知
症の発症を遅らせるための取組
を進めながら認知症になっても
自分らしく暮らし続けられる環
境づくりを進めます。

地域包括ケア推進課 　令和8年度は、もの忘れ検診
フォロー講座を年間を通して実
施し、その実施状況等を踏まえ、
今後の進め方について検討す
る。

　地域包括支援センターと連携
して認知症予防講座を実施し、
認知症予防に資する生活習慣の
啓発及び社会参加の促進を図っ
た。
　もの忘れ検診の実施を通じ、軽
度認知障害（MCI）等の早期段
階から相談につなげる体制の整
備を行った。 加えて、もの忘れ
検討委員会を年3回開催し、検
診の実施方法の改善に向けた検
討を行った。
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取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

④医療体制の整備　（計画冊子ページ：P２２０）

　認知症の人の地域生活を支え
るため、医療・介護・生活支援
サービスなどの支援機関におけ
る地域ネットワークづくりを推進
し、保健・医療・福祉・介護など多
職種による支援体制を整備しま
す。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　在宅療養推進協議会で挙げら
れた検討課題について、関係者
と連携しながら検討を継続す
る。
　地域ネットワークづくりを推進
し、保険・医療・福祉・介護など多
職種による支援体制を整備して
いく。

　令和７年度より、在宅療養推進
協議会を設置して年3回実施し、
在宅医療・介護連携における連
携強化を図った。
　医療介護情報連携システム等
の周知および普及を図り、多職
種間での情報共有を効率的に行
う体制整備を推進した。

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

③支援者連携の推進　（計画冊子ページ：P２２０）

　認知症疾患医療センターを地
域の認知症に関する医療提供体
制の中核として、中野区認知症
アドバイザー医や認知症サポー
ト医などかかりつけ医と関係機
関が連携することができるよ
う、医療と介護の資源が有効に
活用できる体制を整えます。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　医療介護情報連携システムの
周知および普及を図り、多職種
間での情報共有を効率的に行う
体制整備を推進する。
　継続的な連携を通じて、関係
機関との顔の見える関係づくり
を図る。

　認知症支援において、医療介
護情報連携システムの活用を進
め、多職種間での情報共有の円
滑化を図った。 また、認知症初
期集中支援チームの活動やもの
忘れ検診、個別支援等を通じ、認
知症疾患医療センター、認知症
アドバイザー医及び認知症サ
ポート医との連携体制を構築し
ている。

⑤若年性認知症への取組　（計画冊子ページ：P２２０）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　若年性認知症の人の特性等に
ついて区民の理解を深めるよう
啓発活動を行います。また、若年
性認知症専門相談窓口における
相談支援の提供、診断の有無や
病気の進行状況などに応じた
サービスや支援のコーディネー
トを行うとともに、事例の分析を
通じてニーズに応じた支援体制
やサービスの構築を図ります。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　若年性認知症の人一人ひとり
の状態に応じた相談支援を、今
後も継続して実施していく。
　若年性認知症支援者研修会に
ついては、ニーズや受講しやす
い実施方法について検討しなが
ら、継続的に実施していく。

　若年性認知症に関する相談支
援については、在宅療養推進係
に相談窓口を設け、関係機関と
連携を図りながら、個々の状況
に応じた支援を実施している。
　関係機関に対して、若年性認知
症に関する研修を実施し、対応
力の向上を図った。

〇若年性認知症支援者研修会
『若年性認知症の相談～課題と
支援について～』
実施日：令和８年２月２７日
参加人数：１７人

6



計画進捗管理シート

3

計画名称 認知症施策推進計画

施策 認知症の人にやさしいまちづくり

自己評価： ○

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

主な取組

①地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備　（計画冊子ページ：P２２２）

　地域での安心・安全な暮らしを
支えるため、認知症高齢者グ
ループホームなどの住宅基盤の
整備・誘導、認知症高齢者等個
人賠償責任保険や徘徊高齢者支
援サービスの提供を図るととも
に、地域における見守り・支えあ
い活動を推進します。

地域活動推進課 　認知症高齢者グループホーム
等、区の介護保険事業計画上の
整備目標数に達していない種別
がある。需要を把握しながら引
き続き積極的な誘導整備を行っ
ていく必要がある。

　認知症高齢者グループホーム
を含む地域密着型サービス整備
事業者の募集を実施した。
また、既存施設を活用した都市
型軽費老人ホームの新規開設に
向けて、伴走支援を行った。

　オレンジカフェやサロンなどの
通いの場の確保、認知症の有無
に関わらず参加しやすい地域事
業・イベントの展開に向けて地域
団体等の支援を進めるととも
に、通いの場への移動手段の確
保についても推進します。
　また、認知症の人の選択の下
に暮らし続けられるよう就労や
地域活動、学びの機会の充実に
向けて民間事業者や地域団体と
の連携を深めます。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　オレンジカフェの活動支援を継
続し、認知症になっても住み慣
れた地域で安心して暮らし続け
ることができる地域づくりを推
進していく。
　認知症の人やその家族が、必
要な時期に適切な支援につなが
るよう、認知症地域支援推進事
業における現状や課題を整理
し、地域の拠点としての機能強
化に向けた整備を一層進めてい
く必要がある。

　誰でも参加できる居場所とし
て、区内のオレンジカフェの活動
の支援を行った。さらに、認知症
の人やその家族、支援者が安心
して交流・相談できる地域の拠
点として、認知症地域支援推進
事業を区内4か所で実施してい
る。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　今後も区民に対し、徘徊高齢者
探索サービスの周知に努めてい
く。　認知症高齢者等を対象とした

個人賠償責任保険及び徘徊高齢
者探索サービスについて、継続
して実施した。

②本人・家族等が主体的に参加できる場づくり　（計画冊子ページ：P２２２）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題
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③ケアラー支援　（計画冊子ページ：P２２２）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　認知症の人を支える家族に対
し、認知症の症状やその対応方
法について正しい知識や情報を
伝えるとともに、介護の負担軽
減を図るため各種講習会や家族
介護教室を実施します。
　また、地域において認知症の
人やその家族の孤立を防ぐた
め、サロンなど集いの機会や通
いの場を通じて、当事者同士が
気軽に情報交換ができる身近な
地域の拠点・場の創出を誘導し
ます。

④多機関協働で支える地域づくり　（計画冊子ページ：P２２２）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　家族介護教室においては、家
族の介護ニーズに的確に対応し
た相談を実施できるよう、ニー
ズ把握に努める必要がある。
　認知症地域支援推進事業の拠
点機能と相談支援体制の課題整
理・強化を図るとともに、ケア
ラー支援については支援のあり
方や具体的施策の検討を進め、
取組の整理・具体化を図る。

　区内の社会福祉法人等へ委託
し、家族介護教室において、介護
分野の専門職による講義やグ
ループでの意見交換会を実施し
た。
　本人や家族が主体的に参加で
きる場としてオレンジカフェ等の
居場所づくりを推進しており、令
和8年3月時点でオレンジカフェ
は19か所が登録されている。さ
らに、区内4か所に設置した認知
症地域支援推進事業において本
人や家族等からの相談に応じる
体制を整備するとともに、区役
所では月1回程度、専門相談員
によるもの忘れ相談会を実施し
た。

　町会・自治会や商店街などの
地域団体、民間事業者、教育機
関などと連携した地域での見守
りを充実させるため、協定団体
の更なる確保を図るとともに、
多様な機関との意見交換会等を
通じ、課題の共有と解消など多
機関協働で支える地域づくりを
進めます。

地域活動推進課 自己評価： ○ 　見守り協定事業者懇談会への
参加団体を拡充し、多機関協働
の見守り活動を推進していく。　見守り活動について、協定事業

者や民生児童委員等と意見交換
の場を設け、地域の状況や課題
等について共有を行った。また、
警察・消防と連携した緊急連絡
キーホルダーについて、周知及
び利用の促進を行った。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　地域の担い手となる認知症サ
ポートリーダーの養成を継続す
るとともに、活動の場の提供等
に関する課題を整理し、地域の
担い手を含めた多機関の連携に
より支える地域づくりを推進し
ていく。

　認知症サポーター養成講座を
実施し、認知症への正しい理解
の促進に努めた。また、ステップ
アップ講座として認知症サポー
トリーダー養成講座を実施し、認
知症への理解を有する多様な地
域の担い手を養成している。
〇認知症サポーター養成講座
実施回数：58回
受講者数：1,177人
〇認知症サポートリーダー（みま
もり隊）養成講座
実施日：令和７年６月２６日、7月
31日（2日間通しての参加）
参加人数：8人
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⑤支援者の活動の促進　（計画冊子ページ：P２２２）

取組内容 所管
令和７（２０２５）年度の
取組状況と自己評価

今後の課題

　支援者の活動をさらに発展さ
せるため、認知症サポーターや
認知症サポートリーダーが活動
できる場の創出に取り組むとと
もに、支援者や支援したいと考
える人とその活動をマッチング
させる仕組みづくりを進めます。

地域包括ケア推進課 自己評価： ○ 　認知症サポートリーダーの活動
の場の創出や、支援に関心のあ
る人と活動を結びつける仕組み
づくりを引き続き進めるととも
に、地域の担い手を含む多機関
の連携により、認知症の人を支
える地域づくりを推進していく。

　認知症サポートリーダーに対
し、認知症関連のイベントや講演
会の実施等に関する情報提供を
行い、活動の機会につながるよ
う取り組んでいる。
　また、具体的な活動につながる
よう、認知症サポートリーダー養
成講座において、オレンジカフェ
や認知症地域支援推進事業での
ボランティア体験の機会を設け、
活動のイメージ形成を図ってい
る。
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